
資 料

（横浜みどり税条例の一部改正）

平成26年３月27日

横浜市財政局

資料１



１ 目的（第１条関係）

緑の保全及び創造に資する事業の充実を図るため、市税条例に定める市民税の均等割の

税率の特例・固定資産税及び都市計画税の特例に関し、必要な事項を定めます。

２ 課税手法（第２・３条関係）

個人市民税及び法人市民税の均等割への超過課税

３ 課税期間（第２・３条関係）

【個人】平成21年度分から平成30年度分まで

【法人】平成21年４月１日から平成31年３月31日までの間に開始する事業年度

４ 税率（第２・３条関係）

【個人】年間900円

【法人】年間均等割額の９％相当額（4,500円～270,000円）

５ 基金（第４条関係）

横浜みどり税の税収相当額については、緑の保全及び創造に資する事業の充実を図るため

の基金（横浜市みどり基金）に積み立てます。

横浜みどり税条例改正後の概要
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６ 固定資産税等の軽減（第５・６条関係）

【特定緑化部分に対する特例（第５条）】

敷地面積が500㎡以上の建築物の敷地において、一定の緑化基準を超えて５％以上の上

乗せ緑化を行い、緑化部分全体を10年間保全する契約を、平成21年４月１日から平成30年

12月31日までの間に横浜市と締結した場合、上乗せ緑化している部分に係る固定資産税・都

市計画税の税額の４分の１を10年間軽減します。

【農業用施設用地に対する特例（第６条）】

1,000㎡以上の耕作を行っている農家で、所有農地等を10年以上耕作すること及び農業用

施設を10年間保全する契約を、平成21年４月１日から平成30年12月31日までの間に横浜市

と締結した場合、農家の敷地内にある農業用施設用地に係る固定資産税・都市計画税につ

いて、一般の農業用施設用地の税額との差額相当分を10年間軽減します。
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【附帯意見】

横浜みどり税の延長等に当たり、次の事項について特段の努力を払われたい。

１ 横浜みどり税の目的、内容について、今後も引き続き、市民への周知の徹底を図

るとともに、その効果を市民が実感できるよう工夫を図ること。

２ 行政改革を一層推進し、特に事務事業については、徹底した見直しを行うこと。

３ 今後の税制改正や社会経済状況の変化等に伴う市民生活や市内経済動向を注

視し、必要に応じその対策を検討すること。

平成25年第４回市会定例会での附帯意見
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平成26年度与党税制改正大綱（地方法人課税の偏在是正） 

［消費税率８％段階］ 
○ 地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を
地方交付税原資化 

１．法人住民税法人税割の税率の改正 

（都道府県分）  ５．０％ ［ ６．０％］ →  ３．２％ （△1.8％） ［ ４．２％］ 
（市町村分）   １２．３％ ［１４．７％］ →  ９．７％ （△2.6％） ［１２．１％］ 

［ ］：制限税率 

２．地方法人税の創設 

・ 法人住民税法人税割の引下げ分に相当する規模の国税（国が賦課徴収） 

・ 法人税額を課税標準とし、税率は４．４％ 
・ 税収全額を交付税特会に直接繰り入れ、地方交付税原資化 

○ 偏在是正により生じる財源（不交付団体の減少分）を活用して地方財政計画に歳出を計上 

○ 地方法人特別税の規模を１／３縮小し、法人事業税に復元 

［消費税率１０％段階］ 

○ 消費税率１０％段階においては、法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進める。
また、地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに現行制度の意義や効果を踏まえて他の偏在
是正措置を講ずるなど、関係する制度について幅広く検討を行う。 
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③－④＝ 
△14００億円 

1500億円④ 

地
方
法
人
税 

（
国
税
） 

0.6兆円 

1700 
億円 

法人住民税の交付税原資化及び地方法人特別税の見直し（案） 

法人住民税の交付税原資化 地方法人特別税・譲与税 

 

東京（都・特別区）影響額 
 

 △１，７００億円 

東京（都・特別区）影響額 
 

 ＋７００億円 

（改正案） 

法
人
住
民
税 

０．5 
兆円 

1.7兆円 

法
人
事
業
税 

2.5兆円 

4400億円① 

地
方
法
人
特
別
税 

（
国
税
） 

1.8兆円 

東京都 

（改正案） 
2.3兆円 

法
人
住
民
税 

東京都・区 
０．7兆円 

地
方
交
付
税 

地
方
法
人 

特
別
譲
与
税 

2300億円② 

3.1兆円 1.2兆円 

地
方
法
人
特
別
税 

（
国
税
） 

法
人
事
業
税 

2900 
億円③ 

地
方
法
人 

特
別
譲
与
税 

①－②＝ 
△２１００億円 

※ H19～23年度の５年決算平均
ベース 

※ 創設時想定、
22、23年度の３
年平均ベース 

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

S.Nagamori
長方形

sysmente
テキストボックス

sysmente
テキストボックス

sysmente
テキストボックス
２



地方法人課税のあり方等に関する検討会報告書 （概要）

平成25年11月

税制抜本改革法第7条第5号の規定を踏まえて、地方法人特別税・譲与税制度及び地方法人課税のあり方等の見直
しを行うための考え方をまとめるべく、総務大臣からの要請に基づき、平成24年9月に地方財政審議会に検討会（座長：神

野直彦東京大学名誉教授）を設置し、計16回開催して議論を重ねた結果、報告書を取りまとめた。

［地方法人課税のあり方等に関する基本的な認識について］

○ 地方自治の原則は「税」であること、受益と負担の関係等から、偏在性が小さく税収が安定した地
方税体系の構築が原則。その上でなお存在する地方団体間の財源の不均衡の調整は、地方交付税
制度で対応することが原則。

○ 地方法人特別税・譲与税制度は、将来的な消費税１％相当額との税源交換等を念頭に置きつつ、

税源偏在・財政力格差を早急に是正するために「偏在性の小さい地方税体系を構築するまでの間」
の暫定措置として創設された異例の措置。

○ 地方法人課税は、受益に応じた負担を法人の事業活動に求めるためにも引き続き重要な役割を担
うべき。

○ 地方法人所得課税は、税収の偏在性が大きく年度間の税収の変動が大きいこと等から、
・ 法人住民税法人税割→ 都道府県分及び市町村分の交付税原資化
・ 法人事業税所得割 →  外形標準課税の拡充（付加価値割の充実等）
を目指すべき。
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［地方法人課税のあり方等に関する見直しの方策について］

○ 地方消費税率の引上げにより、不交付団体の財源超過額は拡大し、不交付団体と交付団体間の
財政力格差が拡大することから、偏在是正のための措置が必要。

○ 地方消費税の充実又は消費税に係る地方交付税法定率分の地方消費税化と、法人住民税法人
税割の地方交付税原資化による税源交換を基本的な目標とすべき。

○ 今回の税制抜本改革においては既に地方消費税の税率引上げが決定していることを踏まえ、税

制抜本改革法第７条第５号ロの規定に基づき、法人住民税法人税割の一部の交付税原資化を図る
ことを検討すべき。

○ 地方法人特別税・譲与税制度については、異例の暫定措置であることから、廃止の上、法人事業

税に復元することを基本に検討すべき。法人住民税法人税割の交付税原資化の規模が一定の範囲
内にとどまる場合には、暫定措置として、現在と同様の偏在是正制度を補完的に措置せざるを得な
い場合もあるのではないか。

（参考）社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（抄）
第７条
５ 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。
イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われ
るまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う。

ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策
を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する。
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本市における法人市民税法人税割の税率

法人の区分（資本金の額若しくは出資金の額等） 税率

５億円未満 12.3％

５億円以上10億円未満 13.5％

10億円以上 14.7％
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１ 制度創設（平成20年度改正）時の、平成20年度当初の税収見込みをもととした地方法

人特別税・譲与税の規模（平年度化後）。

２ 地方法人特別税（国税）は、都道府県が、法人事業税と併せて賦課徴収。

３ 地方法人特別税の課税標準は、法人事業税（所得割・収入割）の税額（標準税率分）。

４ 都道府県が賦課徴収した地方法人特別税の税収は、その全額を、地方法人特別譲与

税として、都道府県に譲与。

(注)

法
人
事
業
税

（改正前）

賦課徴収
したそれ
ぞれの都
道府県の
税収へ

（改正後）

法
人
事
業
税

2.6兆円

（地方消費税１％
相当）

１／２ 人口
１／２ 従業者数

により按分・譲与(注4)

賦課徴収
したそれ
ぞれの都
道府県の
税収へ

(注2)

(注3)

3.2兆円

(注1)

制度創設時

制度創設時

※平成20年10月1日より施行

※ 地方消費税交付金の
交付基準と同様

地方法人特別税・譲与税について

制度創設時の想定 Ｈ２３実績
Ｈ２４実績

（見込） Ｈ２５地財

地方消費税１％相当額 ２６,０００ ２５，５０３ ２５，５１１ ２６，６５０

地方法人特別税・譲与税の規模 ２６,０００ １５，４２７ １６，７０９ １７，６４３

減収となる団体の影響額 ▲３，９８６ ▲１，９５０ ▲１，６１１ ▲１，８５５

東京都 ▲３，１９７ ▲１，５１０ ▲９７４ ▲１，３２９

愛知県 ▲４１４ ▲１２１ ▲１８９ ▲１６１

大阪府 ▲２６５ ▲１６６ ▲２１４ ▲２１８

（単位：億円）

税源の偏在是正の観点から、
制度創設時において、地方消費税１％分に相
当する法人事業税を、地方消費税交付金の交
付基準と同じ基準で譲与することとしたもの

税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として地

域間の税源偏在を是正するための制度として創設

地
方
法
人

特
別
税
（国
税
）

地
方
法
人

特
別
譲
与
税

(注2)

図表４

908481
長方形
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（耐震改修工事が完了した家屋に係る 

都市計画税の減額措置） 

 

 

平成 26 年３月 27 日 

横浜市財政局 
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既存建築物の耐震改修に係る措置（案）

耐震改修促進法の改正（平成25年11月25日施行）

大規模建築物等 ※ に対し、耐震診断を実施し、所管行政庁へ結果を報告することを義務付け

→ 所管行政庁はその報告の内容を公表

※ ① 不特定多数の者が利用する大規模な建築物等 （病院、旅館等）、② 地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物、
③ 都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物

＜予算措置の拡充＞

○ 耐震改修に係る補助の拡充 （平成25年度から）

・耐震改修費用の補助 国・地方併せて最大23％又は2/3 ⇒  国・地方併せて最大2/3又は4/5

耐震改修促進のための支援策

＜税制措置の創設＞

＜地方税＞

○ 耐震改修投資促進税制について、国税に準じた措置（法人住民税・法人事業税）

○ 固定資産税の特例措置（平成26年４月１日～平成29年3月31日）

・２年度分 対象建築物の税額を１／２減額
（１年度分あたりの減額は改修費用の2.5％まで。住宅としての特例の対象となるものを除く。）

＜国 税＞

○ 耐震改修投資促進税制（法人税・所得税）

・25％特別償却

３
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（1）減額の要件 

（2）減額される範囲 

120m2以下の場合 ２分の１ 

120m2を超える場合 120m2相当分について２分の１(120m2を超える部分は減額されません。) 

（3）減額される期間 

耐震改修の完了した時期 減額期間 

平成 22 年１月～平成 24 年 12 月末まで 改修後２年間 

平成 25 年１月～平成 27 年 12 月末まで

改修後１年間 

※当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適

格建築物」であった場合は、改修後２年間 

 

住宅の種類 
昭和 57 年１月１日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅（居住部分の割合が２分の１以上ある

こと）であること 

耐震改修の証明 

次のいずれかの者による証明を受けていること 

建築士・横浜市（担当：建築局建築企画課）・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責

任保険法人 

改修工事金額 
一戸あたり 50 万円を超えるもの（平成 25 年３月 31 日までに改修工事に係る契約が締結された場合は 30

万円以上） 

申告書の提出 耐震改修工事の完了後３か月以内に申告 

 耐震基準適合住宅に係る減額制度について 

平成 24 年１月２日から平成 27 年 12 月 31 日までの間に耐震改修工事が行われた住宅について、改修工事完了の

日付に応じて、当該住宅に係る都市計画税の２分の１を減額する。 
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耐震改修工事が完了した家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額措置

建築物の種類 減額割合
固定資産税

（地方税法）

都市計画税

【本市独自】

耐震診断が
義務付けら
れていない
家屋

住宅 ２分の１ １年度間 １年度間

住宅以外 なし なし なし

耐震診断が
義務付けら
れた家屋

地震災害時に通行を確保すべ
き重要道路沿道の建築物
（地震災害時に通行を確保すべき重要
な道路の沿道で、一定の高さ以上の建

築物等）※１

住宅 ２分の１ ２年度間 ２年度間

住宅以外 ２分の１ ２年度間

多数の人が利用する特定建築物等
（昭和56年5月31日以前に建築された病院、学校、店舗、

事務所等多くの人が利用する民間建築物等のうち、一定

規模以上のもの）※２

２分の１ ２年度間

（25年度～）

（26年度～）（26年度～）

（27年度～）

（27年度～）

（19年度～）

３

※１ 耐震改修促進法第７条に規定される「要安全確認計画記載建築物」
※２ 耐震改修促進法附則第３条第１項に規定される「要緊急安全確認大規模建築物」
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  （わがまち特例における条例で定める 

特例割合の設定の考え方） 

 

 

 

平成 26 年３月 27 日 

横浜市財政局 
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わがまち特例の導入について【固定資産税】（案）

○ 公共の危害防止のために設置された施設又は設備について、対象資産を一部見直し、一部わが
まち特例を導入した上、適用期限を２年延長。

対象資産 特例率 参考

①汚水又は廃液
処理施設

１／３を参酌して１／６以上１／２以下で市
町村の条例で定める割合（現行：１／３）

②大気汚染防止
法の指定物質排
出抑制施設

１／２を参酌して１／３以上２／３以下で市
町村の条例で定める割合（現行：１／２）

【具体的な対象資産】
テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング
機に係る活性炭吸着回収装置

③土壌汚染対策
法の特定有害物
質排出抑制施設

１／２を参酌して１／３以上２／３以下で市
町村の条例で定める割合（現行：１／２）

【具体的な対象資産】
フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性
炭吸着回収装置

○ 浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定された浸水防止計画に基づ
き、平成26年４月１日から平成29年３月31日までに取得した浸水防止用設備に対して講じる特例措置
（５年度分）を創設。

対象資産 特例率 参考

浸水防止用設備
２／３を参酌して１／２以上５／６以下で
市町村の条例で定める割合

【具体的な対象資産】
止水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機

○ 平成26年４月１日から平成29年３月31日までに取得された自然冷媒を利用した一定の業務用冷
凍・冷蔵機器に対して講じる特例措置（３年度分）を創設。

対象資産 特例率 参考

ノンフロン製品
３／４を参酌して２／３以上５／６以下で
市町村の条例で定める割合

【具体的な対象資産】
CO2ショーケース、空気冷凍システム

排水ポンプ

C02ショーケース

活性炭利用吸着
式処理装置と一体
となっているドライ

クリーニング機

６
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都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった
備蓄倉庫に係る固定資産税等の課税標準の特例措置の創設

特例の概要

○ 都市再生特別措置法上の都市再生安全確保施設のうち、同法に規定する管理協定の対象と

なった備蓄倉庫に係る固定資産税及び都市計画税について、最初の５年間、課税標準の特例措

置※を２年間に限り講ずる。

※わがまち特例を導入（価格の２／３を参酌、１／２～５／６の範囲内で条例で定める割合）

特例対象

○･･都市再生緊急整備地域
全国63地域（都道府県数：17）

【構成機関】
国、地方公共団体、都市開発事業者
公共公益施設管理者、鉄道事業者
大規模ビル所有者 等

都市再生緊急整備協議会

大規模地震発生時の滞在者等の安全を
確保するための施設の整備 等

都市再生安全確保計画

都市再生安全確保施設のうち、
管理協定の対象となる備蓄倉庫

主要
ターミナル駅

食料、水等の
備蓄物資を保管

床面積に応じて
固定資産税を軽減

備蓄倉庫の例

6
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  （軽自動車税の税率引上げ） 
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平成26年度与党税制改正大綱（抄）

第一 平成26年度税制改正の基本的考え方

２ 税制抜本改革の着実な実施
（１）車体課税の見直し

税制抜本改革法第７条第１号カの規定及び平成25年度与党税制改正大綱、さらには、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を
踏まえ、経済情勢に配慮する観点から、消費税率引上げの前後における駆け込み需要及び反動減の緩和も視野に入れ、国、地方を通じ、
車体課税について、以下のように見直すこととする。

① 自動車取得税については、消費税率８％への引上げ時において、平成22年度燃費基準を満たした自動車等の取得に係る税率を引
き下げることとし、自家用自動車については５％から３％、営業用自動車及び軽自動車については３％から２％にそれぞれ引き
下げるとともに、平成26年度までの措置であるエコカー減税の軽減率を拡充する。エコカー減税については、平成27年度税制改
正において基準の切替えと重点化を図る。
自動車取得税は、消費税率10％への引上げ時（平成27年10月予定）に廃止する。そのための法制上の措置は、消費税率10％段階

における他の車体課税に係る措置と併せて講ずる。

② 自動車税については、平成25年度末で期限切れを迎える「グリーン化特例」について、対象車種にクリーンディーゼル車を追加
する等の基準の切替えと重点化、拡充を行った上で２年間延長する。
また、消費税率10％段階において、平成25年度与党税制改正大綱を踏まえ、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環

境性能課税（環境性能割）を、自動車税の取得時の課税として実施することとし、平成27年度税制改正で具体的な結論を得る。
その大要は、以下のとおりとする。

イ 課税標準は取得価額を基本とし、控除及び免税点のあり方等について併せて検討する。税率は、省エネ法に基づく燃費基準
値の達成度に応じて、０～３％の間で変動する仕組みとする。具体的な燃費基準値達成度の税率への反映方法等については、
省エネ法に基づく平成32年度燃費基準への円滑な移行を視野に入れて検討を行う。

ロ 環境性能課税の税収規模は、平均使用年数を考慮した期間において、他に確保した安定的な財源と合わせて、地方財政へは
影響を及ぼさない規模を確保するものとする。

ハ 自動車税（排気量割）のグリーン化特例については、環境性能割の導入時に、環境性能割を補完する趣旨を明確化し、環境
性能割非課税の自動車に対象を重点化した上で、軽課を強化する。

ニ 環境性能課税及びグリーン化特例の制度設計に当たっては、幅広い関係者の意見を聴取しつつ、技術開発の動向等も踏まえ
て、一層のグリーン化機能が発揮されるものとなるよう、検討するものとする。

③ 軽自動車税については、平成27年度以降に新たに取得される四輪車等の税率を、自家用乗用車にあっては1.5倍に、その他の区
分の車両にあっては農業者や中小企業者等の負担を考慮し約1.25倍にそれぞれ引き上げる。
また、軽自動車税においてもグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した四輪車等について、平成28年度

から約20％の重課を行うこととし、併せて軽課についても検討を行うこととする。二輪車等については、税率を約1.5倍に引き上
げた上で、2,000円未満の税率を2,000円に引き上げる。

平成2 5年1 2月1 2日
自由民主党・公明党
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軽自動車税の見直し（案）

○ 軽自動車及び小型特殊自動車（第２号）

① 平成27年度分から、軽四輪車等（三輪以上の軽自動車）及び小型特殊自動車の標準税率を、自家用乗用車にあっては
1.5倍、その他の区分の車両にあっては約1.25倍に引上げ。
※ 軽四輪車等については、平成27年４月１日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率を適用（平成26年度まで

に最初の新規検査を受けたものについては現行の標準税率のまま）。
② 平成28年度分から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、標準税率の概ね20％の重課を導入。

平成27年度分から、標準税率を約1.5倍（最低2,000円）に引上げ。

車種区分
標準税率

重課税率（②）
現行 改正案（①）

三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四輪
以上

乗用
自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

貨物用
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

二輪（再掲） 2,400 円 3,600 円 －

車種区分
標準税率

現行 改正案

原付

50cc以下 1,000 円 2,000 円

50cc超90cc以下 1,200 円 2,000 円

90cc超125cc以下 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円

軽二輪（125cc超250cc以下） 2,400 円 3,600 円

小型二輪（250cc超） 4,000 円 6,000 円

○ 原付（第444条第１項第１号）、軽二輪（第２号）及び小型二輪（第３号）

13
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軽自動車税の税負担の変化（自家用・乗用の例）

所有している車が、
13年を経過した翌年度

平成25年度 平成26年度

7,200円/年
12,900円/年

○平成25年12月現在、軽自動車を所有している場合

○平成27年5月に中古車に買い換えた場合

○平成27年5月に新車に買い換えた場合

平成25年度 平成26年度

7,200円/年
10,800円/年

平成27年度

新車に買換え

平成28年度 平成29年度 平成41年度

12,900円/年

平成25年度 平成26年度

7,200円/年

平成27年度

中古車に買換え

平成28年度

12,900円/年

○平成26年5月に新車に買い換えた場合

平成25年度 平成26年度

7,200円/年

12,900円/年

新車に買換え

平成27年度 平成28年度 平成40年度

例：平成20年中に新車として購入
した車であれば平成34年度

例：平成20年新車として発売された
中古車であれば平成34年度

所有している車が、
13年を経過した翌年度

平成27年度

14
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小型特殊自動車について

○特殊自動車であって、以下のもの。

①「農耕作業用」の特殊自動車のうち、最高速度35km毎時未満のもの （課税台数：181万台）

②「その他」の特殊自動車のうち、最高速度15km毎時以下のもので、次の規格であるもの （課税台数：28万台）

（１）長さ：4.70m以下 （２）幅：1.70m以下 （３）高さ2.80m以下

１．概要

農耕作業用のもの 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機 等

その他 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、フォーク・リフト 等

① 小型特殊自動車の標準税率は、地方税法第444条第１項第２号において「軽自動車及び小型特殊自動車」として一括

して規定。

② 同条第３項において、同条第１項第２号の区分により難いものについては、地方団体における条例において税率を定

めることができる旨規定。

→ ほとんどの市町村が旧条例準則に規定されていた税率（農耕作業用自動車：1,600円、その他のもの：4,700円）を参

考にして、条例において税率を設定。

※①、②以外の特殊自動車は大型特殊自動車となり、事業の用に供しているものは固定資産税の課税対象となる。

・ 小型特殊自動車の税率について、農耕作業用のもの、その他のもの等に区分して軽自動車とは別に税率を定めている

市町村にあっては、改正後の軽自動車税の税率と均衡を失しないようそれぞれの区分に応じて適切な見直しを行う必要

がある。

２．課税関係

３．平成26年度改正における対応

15

sysmente
テキストボックス

sysmente
テキストボックス
4



本市における軽自動車の税率
現行 （参考）地方税法

改正後の税率

原動機付自転車
（条例第73条第１号）

50cc以下 1,000 2,000

50cc超90cc以下 1,200 2,000

90cc超125cc以下 1,600 2,400

ミニカー 2,500 3,700

軽自動車

（同条第２号）

二輪（125cc超250cc以下） 2,400 3,600

三輪 3,100 3,900

四輪以上 乗用 営業用 5,500 6,900

自家用 7,200 10,800

貨物用 営業用 3,000 3,800

自家用 4,000 5,000

専ら雪上を走行するもの 2,400 －

小型特殊自動車
（同条第３号）

農耕作業用のもの 1,600 改正後の軽自動車税の税
率と均衡を失しないようそ
れぞれの区分に応じて適
切な見直しを行う

その他 4,000

小型二輪（250cc超）（同条第４号） 4,000 6,000

（単位：円）

５



論点整理メモ

【１．法人市民税法人税割】

 超過課税分（現行14.7％、13.5％）について、2.6％ずつ引き
下げる（改正後12.1％、10.9％）ことについて

席上配布資料

○ 地方法人課税のあり方検討委員会報告書（抜粋）

なお、法人住民税法人税割の地方交付税原資化を検討する際に、地方団体の
課税自主権や、課税団体にとって法人住民税法人税割が企業誘致等の税源涵
養のインセンティブになっていること、課税団体が立地企業を中心とした産業育
成を通じて地域の活性化に取り組んでいること等にも十分配慮して、法人住民税
法人税割の制限税率（現行1.2 倍）については、現行の超過課税分が確保できる

よう、その引上げを検討すべきである。
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【２．耐震改修工事完了家屋に係る減額制度】

 固定資産税の減額対象が住宅以外に拡充されたことを踏ま
えた、都市計画税の減額制度の拡充について

建築物の種類 減額割合
固定資産税

（地方税法）

都市計画税

【本市独自】

耐震診断が義
務付けられて
いない家屋

住宅 ２分の１ １年度間 １年度間（※）

住宅以外 ２分の１ なし なし

耐震診断が義
務付けられた
家屋

地震災害時に通行を確保すべき重
要道路沿道の建築物

（地震災害時に通行を確保すべき重要な道
路の沿道で、一定の高さ以上の建築物等）
※１

住宅 ２分の１ ２年度間 ２年度間

住宅以外 ２分の１ ２年度間

多数の人が利用する特定建築物等
（昭和56年5月31日以前に建築された病院、学校、店舗、事務

所等多くの人が利用する民間建築物等のうち、一定規模以上

のもの）※２

２分の１ ２年度間

3

この部分を
新設

※平成23年第３回市会定例会 政策・総務・財政委員会配付資料（平成23年9月）（抜粋）

地球温暖化対策や震災対策にさらに実効性を持たせるために税制度を活用する観点か
ら、省エネルギー対策住宅、熱損失防止改修住宅及び耐震基準適合住宅に係る都市計
画税の減額措置を創設する。（以下略）



【３．固定資産税（わがまち特例）】

 「条例で定める割合」を判断する際の考え方について

○ 対象資産に係る国の施策と市の施策との関連性

（例）・対象資産に係る施策が、基本的に法に沿って行われている 等

○ 法令による規制等と条例等による規制等との比較考量

（例）・対象資産に課せられた市の規制基準が、法による規制基準と同様

・対象資産の設置について、法による許可基準に依っている

・対象資産に、法による特例措置（例：容積率緩和）が直接適用される

・対象資産の設置について、法に定める範囲での助成を行っている。
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【４．その他】

 地方法人課税の偏在是正のために、法人住民税を一部国

税化し、地方交付税として再配分することについて

平成２６年度税制改正に関する指定都市市長会緊急要請（平成25年11月21日）（抜粋）

２ 法人住民税法人税割の一部国税化への反対
11月に総務省地方財政審議会の「地方法人課税のあり方等に関する検討会」が取りまとめた報告書

を踏まえ、税源の偏在是正を行うべく法人住民税法人税割を一部国税化し、地方交付税として再配分す
る制度の創設が検討されようとしている。

しかしながら、法人住民税は、地域の構成員である法人が、市町村から産業集積に伴う社会資本整
備などの行政サービスの提供を受けていることに対する応益負担であり、市町村の基幹税目として重要
な役割を果たしている。

地方公共団体間の財政力格差の是正は、国･地方間の税源配分を是正し、地方税財源を拡充してい
く中で行われるべきであって、法人住民税法人税割を地方間の税収の水平調整のために一部国税化し、
地方交付税として再配分することは、受益と負担の関係に反し、また真の分権型社会の実現の趣旨にも
反するものであり、到底容認できるものではない。

なお、国の施策として法人実効税率の引下げ措置を講ずる場合には、地方にとって減収となることが
ないよう、地方交付税による財政調整ではなく、国の責任において確実に代替税財源を確保すること。

5



 これまで導入された（平成26年度税制改正分も含む）「わが

まち特例」の対象資産については、「税制を通じて住民自治
を確立し、地域の自主性・自立性を高める」とされた導入趣
旨に照らしてどうか。

6

＜「わがまち特例」の対象資産＞
①下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設

②特定都市河川浸水被害対策法に規定する対策工事により設置された同法に規

定される雨水貯留浸透施設

③都市再生特別措置法上の都市再生安全確保施設のうち、同法に規定する管理

協定の対象となった備蓄倉庫

④水防法に規定された浸水防止計画に基づく浸水防止用設備

⑤自然冷媒を利用した一定の業務用冷凍・冷蔵機器（ノンフロン製品）

⑥水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃液の処理施設

⑦大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設（テトラクロロエチレン溶剤を使用す

るドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置）

⑧土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設（フッ素系溶剤を使用するドライ

クリーニング機に係る活性炭吸着回収装置）
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